
　お金のかからない政治の実現や選挙の公正の確保を目指す運

動が、「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。

　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは

もちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求め

ることも法律で禁止されています。皆さん一人一

人がルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

対象団体　 代表者の住民登録が町にあり、福祉活動の振興のた

めに町内で活動する団体（他にも一定の要件あり）

対象事業　 ボランティア活動を促進する事業／高齢者の保健福

祉を増進する事業／障がい者の社会参加と自立を促

進する事業／児童福祉や母子福祉の向上を図る事業

／その他地域福祉を増進する事業

助成金額　・対象経費の 4 分の 3 以内（上限 50 万円）

　　　　　・ 対象経費が 4 万円を超えない事業は、3 万円を限

度として対象経費の全額

　　　　　※予算の範囲内で交付

令和 5年度地域福祉基金助成金の申請受け付け開始
　町では、民間団体や住民組織の自主的

な福祉活動などの振興を図るため、「地

域福祉基金助成金」の交付申請を受け付

けます。

　要件や申請方法など詳しく

は、町ホームページをご覧い

ただくか、福祉課 地域福祉

係に問い合わせてください。
問 福祉課 地域福祉係　☎ 234 - 6113

3 月 31 日（金）

地域福祉基金助成金の概要

申請受付期限

提出期限　　　　2 月 21 日（火）　午後 5 時必着

計画案閲覧場所
　 町ホームページ／役場 企画財政課／交流情報センターミナテラス

／保健福祉センターはぴねす／復興まちづくりセンターにじいろ

提出場所
　 ・町ホームページの「パブリックコメント」から

　・役場 企画財政課へ持参

　・郵送（〒 861 - 2295　企画財政課 復興企画係あて）

　・FAX（096 - 286 - 4523）

　・メール（fukkoukikaku@town.mashiki.lg.jp）

町総合計画基本計画案についてパブリックコメントを実施
　町では現在、町の最上位計画であ

る「第 6 次益城町総合計画第 1 期基

本計画」に基づき行財政運営を行って

いますが、その計画期間が令和 4 年

度をもって終了することから、「第 2

期基本計画」を策定しています。

　策定に当たり、皆さんの意見を広

く募集するためパブリックコメント

（意見公募）を実施します。多くの人

からのご意見をお待ちしています。

　　　　　問 企画財政課 復興企画係

　　　　　　 ☎ 286 - 3223

第 6 次益城町総合計画第 2 期基本計画（案）への意見提出

町議会議員選挙立候補予定者説明会
　4 月 23 日（日）執行予定の益城町議会

議員選挙の立候補予定者説明会を開催し

ます。立候補を予定している人はご出席

ください。

日時　　3 月 20 日（月）　午後 2 時～

場所　　役場仮設庁舎　別館 2 階会議室

その他　出席者は各 2 人以内
問 町選挙管理委員会　☎ 286 - 3111

「三ない運動」をご存じですか？

↑
提出できる人
など、詳しく
はこちら
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